
文
医
関
与
六
回
二
十
一
日
修
一
王
国
掴
白
開
催
物
価
崎
市
ハ
毎

M
一
同
コ

ua行》巷ハ+ニ第~， 回提

調f1'哩I'tB --l'司匪9 "1三宮到来日 E百

治
岡

留
師
ご
替
業
課
税
・
.

マ
ル
サ
ス
の
恐
慌
論
・
-
-
-
-
-
組
済
脇
工

諮

問

噛

洩

長
崎
山
機
賠
底
曳
網
漁
業
と
金
融
情
丸
小
訣
取
士

描

肱

古

池

フ
一
ア
ン
ス
の
祈
貨
幣
制
度
に
就
て
・
・
胴
済
事
士

英
蘭
銀
行
ω
成
立
及
品
且
展
過
程
に
就
て
-
組
持
率
士

大
阪
舟
替
曾
枇
の
業
績
・
・
・
鎚
持
事
士

最
近
の
諸
岡
幣
制
改
革
の
傾
向
・
・
担
商
事
士

拙

惜

錦

町

京
都
府
に
於
け
る
士
卒
。
師
農
商
ι
就
て
-
宮
円
相
J
J

英
岡
新
聞
界
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

困
際
統
計
協
曾
ご
闘
際
聯
盟

聾

-
出
皐
博
士

畑
山
内
畑
中
士

組
揖
棋
士

議

谷刺t

日戸 嶋

職吉正

彦、雄

一 一

長
谷
川
安
次
郎

喜 保

ー蔵

松

岡

孝

児

一
谷
藤
一
耶

菅
野
和
太
郎

島

本

融

菊磯堀

田部江

太

郎



肱

苑

フ
ラ
ン
九
円
締
貨
停
制
度
に
就
い
て

第
二

+λ
魯

E
E
O
 

第
四
韓

五
O 

言拒

~ie 

フ
-
フ
ン

ス
の
新
貨
幣
制
度
に
就
い
て

松

孝

岡

見

序

言

7

9

V

A
は
一
九
二
人
年
六
月
二
十
五
日
の
法
体
に
よ

h
、
一
九
一
四
年
八
月
五
日
の
法
律
を
以
て
規
定
せ
る

7

ラ
V

A
銀
行
俊
行
の
銀
行
券
に
謝
す
る
強
制
通
刷
会
康
止
す
る
ご
共
に
、
遠
〈
共
和
暦
第
十
一
年
芽
月
十
七
日

の
法
律
に
よ
っ
て
兵
め
た
金
銀
岡
本
位
制
度
を
も
放
楽
し
て
、
世
界
大
戦
後
に
於
る
欧
洲
各
国
の
趨
勢
に
倣
ひ
、
金

草
本
位
制
度
を
採
用
す
る
じ
至
っ
た
。
そ
れ
は
草
七
世
界
大
戦
中
に
起
っ
た
紙
幣
を
本
位
芭
す
る
所
調
獅
立
本
位

制
度
か
ら
、
金
の
み
を
本
位
正
す
る
所
謂
従
風
本
位
制
度
ヘ

E
い
ふ
最
近
に
於
る
本
位
貨
僻
制
度
上
的
特
換
の
大

勢
に
従
っ
た
己
い
ム
勤
に
於
て
意
味
を
有
つ
ば
か

B

り
で
な
い
。
若
し
フ
ラ
ン
旦
に
し
て
列
闘
の
採
っ
花
戦
前
の
本

位
へ
復
蹄
す
る
ご
い
ふ
例
に
倣
ふ
正
い
ふ
の
な
ら
ば
、
共
蹄
・
9
行
〈
ぺ
き
蕗
で
ゐ
る
か
の
如
〈
に
も
考
へ
ら
れ
る

金
銭
複
本
位
制
度
、
夏
に
正
確
に
い
へ
ば
金
銀
複
本
位
制
度
の
一
一
襲
態
た
る
政
行
本
位
制
度
に
蹄
ら
守
、
慨
に
純

Art. Ier.， Loi mon白ai問 du25 juin 1928. 
Art. 2. et 3.. Loi mon白副re.
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粋
な
る
金
銀
複
本
位
制
度
を
業
て
、
麹
態
過
渡
的
宮
古
れ
て
ゐ
る
政
行
本
位
制
度
へ
ご
麓
化
し
た
以
上
、
蛍
然
そ

の
行
先
ご
し
て
見
倣
す
べ
き
金
草
本
位
制
度
に
辿
b
つ
い
た
古
い
ふ
貼
に
於

τ、
ま
た
二
重
の
存
在
の
意
味
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
ぜ
恩
は
れ
る
。
こ
の
新
規
定
は
十
三
グ
傑
よ
b
成
っ
て
ゐ
る
が
、
然
し
そ
の
質
際
に
歪
つ
て
は
、

車
に
こ
の
貨
幣
法
の
規
定
す
る
ご
'
』
み
に
よ
っ
て
の
み
、
英
制
度
改
正
上
の
効
果
を
ゐ
げ
て
ゐ
る
も
の
汗
は
な
い
。

更
に
こ
の
外
に
、
大
療
省
主
ブ
ャ
ア
Y

1

銀
行
間
・
大
蔵
省
吉
岡
防
設
券
管
理
及
会
債
償
還
獅
立
金
庫
閥
、
及
国
防

誼
努
管
理
R
A
R
公
債
償
還
濁
立
金
庫
ご
フ
ラ
ン
1

銀
行
聞
に
取
極
め
ら
れ
た
三
個
め
協
定
の
定
め
る
ご
こ
ろ
吉
相
候

っ
て
共
数
呆
を
収
め
て
ゐ
る
も
の
で
ゐ
る
o

従
つ

τ
フ
ラ

y
z
の
新
貨
幣
制
度
な
る
も
の
を
知
る
に
於
て
は
、
翠

に
新
貨
幣
法
り
ゅ
に
よ
る
ぺ
請
で
は
日
〈
て
、
必
A
V

や
前
記
的
一
一
一
協
定
ぞ
加
ヘ
た
告
の
会
髄
J

h
の
立
場
か
も
観

察
す
る
こ
ご
を
必
要
ピ
す
る
も
の
で
あ
る
。

品
仰
の
新
規
定
は
共
和
暦
第
十
一
年
芽
月
比
1
七
日
の
治
体
を
腐
止
す
る
ば
か

b
で
は
な
い
。
更
に
従
来
の
多
数
法

律
共
仙
の
規
定
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
o
裁
の
主
な
る
も
の
を
見
る
吉
、
世
界
大
戦
後
、
金
賞
、
銀
貨
、
=
ッ

ゲ
即
戸
貸
及
銅
貨
に
闘
す
る
総
出
、
買
買
・
鋳
潰
及
疏
通
停
止
に
閥
寸
る
法
律
は
勿
輪
、
一
九
二
七
年
二
周
の
資
本

輸
出
禁
止
に
関
す
る
規
定
も
康
止
さ
れ
て
ゐ
る
。
夏
に
一
九
二
六
年
入
月
七
日
の
法
律
は
・
貨
幣
酬
明
値
安
定
作
用

を
規
定
す
る
ご
共
に
、
フ
-
7
V

月
銀
行
を
し
て
一
定
債
格
の
下
に
金
及
外
岡
匁
替
手
形
の
買
入
を
行
は
し
め
、
金

本
位
復
錫
に
闘
し
最
も
有
放
な
作
用
を
呆
き
し
め
た
が
、
今
や
金
の
煩
値
安
定
し
、
怨
替
の
正
常
な
る
取
引
が
行

は
れ
る
に
及
ん
で
は
、
こ
れ
も
亦
必
然
的
に
其
存
在
理
由
を
失
っ
た
わ
り
で
あ
る
。

今
フ
ラ
V

A

の
新
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
述
べ
る
に
嘗
b
、
厳
密
に
貨
管
制
度
を
取
扱
ふ
な
ら
ば
、
ぞ
れ
は
専
ら

配

施

フ
ラ
ン
気
回
新
貨
幣
制
度
に
就
い
て

第
二
十
λ
巷

五
五

第
桝
韓

主

La caisse autonome de gestion des bons de ]a defense: nationalc et 
I'amortissement dEi Ja dette pllbliqup-

cf. Art. 11.， Convention ~ntTe le Pr6sidcnt du Cons:eiJ. Ministre rles 

Finances. et le Gouverneur de la Banque de France. 
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抗

苑

第
二
十
八
巻

五

n 
E 

第
四
掛

フ
一
フ
シ
ス
の
新
貨
帯
制
度
に
就
い
て

本
位
制
度
を
主
正
す
べ
き
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
、
従
っ
て
補
助
貨
幣
制
度
や
紙
幣
制
度
等
に
つ
い
て
は
、
従
局

的
に
取
蹴
っ
て
然
ゐ
べ
き
で
ゐ
品
、
己
忠
ふ
。
然
し
こ
、
で
は
似
宜
上
新
貨
幣
訟
に
依
る
各
貨
融
市
制
度
合
列
準
的
に

考
山
田
町
し
て
見
た
い
ご
忠
ム

ω
で
、
第
一
に
本
位
相
民
俗
制
皮
・
第
一
一
に
補
助
貨
幣
制
度
、
第
一
一
一
に
紙
鮮
制
度
や
説
明

す
る
こ
ご
、
し
、
第
四
に
プ
ラ

y
z
銀
行
正
政
府
正
の
聞
係
に
つ
い
て
・
最
後
に
、
新
貨
幣
制
度
運
用
上
特
性
を

一
不
す
ご
忠
は
れ
る
ア
ラ
Y

1

銀
行
砂
有
す
る
外
凶
潟
答
手
形
に
つ
い
て
逃
ぺ
て
見
た
い

t
思
ム
。

本

位

貨

幣

制

度

己
に
辿
べ
た
や
う
に
、

フ
ラ
ン
λ

が
新
に
採
加
せ
る
本
位
制
度
は
金
単
本
位
制
度
で
ゐ
る
。
そ
り
計
算
車
位
、

一
プ
ラ

y
は
日
開
位
千
分

ω
九
百
の
金
六
五
・
五
ミ
リ
グ
7

ム
山
り
金
に
常
る
。

し
て
は
7

7

ン
を
採
用
し
て
尉

h
、

ニ
れ
い
は
醤
規
定
的
ら
共
和
M
M
第
十
一
年
芽
一
丸
十
七
日

ω法
体
の
規
定
が
ロ
聞
位
千
分
の
九
百
な
る
鍛
五
グ
ラ
ム
を
以

て
一
フ
ラ
ン
ご
す
る
規
定
り
改
正
で
あ
っ
て
、
従
来
鋭
を
以

τ規
定
せ
る
計
算
軍
位
を
金
を
以
て
規
定
す
る
に
至

っ
た
こ
ど
は
、
金
本
位
制
度
を
採
用
せ
る
結
果
憤
然
な
-
』
さ
で
は
あ
る
が
、
兎
に
角
百
年
以
上
に
一
且
っ
た
規
定
を

改
め
た
鮎
仁
於

τ注
目
す
べ
き
こ
ご
で
あ
る
。

新
規
定
に
よ
っ
て
従
来
フ
ラ
ン
ス
の
採
用
せ
る
金
銭
複
本
位
制
度
は
全
〈
燈
止
さ
れ
た
。
此
金
銀
複
本
位
制
度

な
る
も

ωは
か

ωナ
ポ

レ

オ

V

法
品
川
戸
の
編
纂
に
従
事
せ
る
蛍
附
の
卒
者
仁
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
た
ご
い
は
れ
、
共

和
暦
第
十
一
年
来
月
十
七
日
(
一
入

O
一
二
年
四
月
六
日
)
の
法
律
に
よ
っ

τ決
定
吉
れ
た
も
の
で
ゐ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
賞
時
プ
ラ
y

月
に
於
て
最
も
多
〈
流
通
せ
る
銀
を
以
て
そ
の
貨
融
市
型
位
た
る
フ
ラ
ン
を
規
定
す
る
ピ
共

Art. 2.， Loi monetaire. 6) 



に
、
金
貨
の
鋳
遣
に
閲
す
る
規
定
を
も
認
め
て
ゐ
る
u

こ
の
間
に
於
る
比
腐
に
至
つ
て
は
既
に
一
七
人
五
年
に
於

て
規
定
せ
ら
れ
、
大
穂
蛍
時
一
般
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
金
一
に
謝
す
る
銀
一
五
・
五
の
割
合
を
認
め
た
も
の
で
ゐ

っ
て
、
印
も
こ
の
意
味
に
於
て
そ
的
賃
餅
制
度
は
金
銭
刷
本
位
制
度
で
あ
っ
た
の
で
ゐ
る
。
唯
こ
の
銀
が
主
た

h

し
ζ

ご
は
己
仁
遁
ぺ
た
週
一
'
り
で
あ
る
が
、
其
後
金
の
流
通
が
勢
力
を
占
め
る
に
及
ん
で
、
事
質
上
金
銭
雨
本
位
制

度
は
、
金
銀
合
同
位
的
に
補
正
的
に
用
ひ
h
i

の
で
あ
っ
た
。
然
る
仁
一
見
に
共
後
列
幽
仁
於
る
急
激
な
る
金
本
位
制

度
の
接
印
刷
・
就
中
、
一
入
七
一
年
濁
逸
的
金
問
中
本
位
制
度
採
用
か
ら
し
て
金
本
位
闘

ω銀
が
盛
に
フ
ラ
ン
ス
に
入

り
来
h
、
銀
の
分
量
増
加
し
金
貨
の
流
出
盛
ん
己
な
る
に
及
ん
で
、
建
に
銀
貨
的
自
由
鈷
誌
を
禁
止
し
、
こ
、
に

版
行
本
位
制
度
な
品
も
の
が
起
っ
た
わ
り
で
あ
品
。
山
い
の
所
制
披
行
本
位
制
度
に
於
工
、
説
本
位
制
，
肢
は
質
質
上

金
単
本
位
制
度
に
一
歩
近
づ
い
わ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
更
に
進
ん
で
金
草
本
位
制
度
ピ
な
る
鋳
仁
は
、
こ
の
金
問
中
本

位
制
度
採
用
の
結
巣
生
千
る
銀
の
下
落
郎
も
‘
長
い
間
ア
-
7
y
ス
銀
行
が
所
有
せ
る
銀
準
備
及
一
般
人
民
間
に
流

通
し
貯
蹴
せ
る
録
。
一
般
松
下
落
か
ら
往
す
4
0
莫
大
な
る
損
失
を
お
そ
れ
、
営
局
者
を
L
て
銀
貨
の
法
貨
正
し
て
の

通
用
停
止
を
除
略
せ
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
今
次
の
改
正
は
、
還
に
そ
れ
に
↑
歩
を
議
め
て
金
軍
本
位

制
度
守
採
用
す
る
に
一
主
っ
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
そ
的
質
際
に
於

τは
、
倫
は
多
〈
の
投
目
す
べ
き
執
が
な
い
で

も
な
い
。

εの
駄
を
次
に
越
ぺ
る
。

新
規
定
仁
よ
れ
ば
一
ア
ラ
Y

は
品
位
千
分
り
九
百
な
る
金
六
五
・
五
ミ

y
グ
ラ
ム
に
規
定
3
れ
て
ゐ
る
が
、
そ

れ
は
本
来
、
金
ア
ラ
ジ
倒
閣
値
が
所
謂
部
質
上
の
岡
田
値
安
定
期
間
維
持
苫
れ
た
潟
替
相
場
を
、
法
律
上
の
規
定
に
移

し
た
こ
ご
か
ら
生
守
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
事
賞
に
つ
い
て
見
る
に
、
こ
の
安
定
期
に
於
る
鋳
替
相
場
は
一
二

言危

苑

フ
ラ
ン
ス
由
新
貨
幣
制
度
に
就
い
て

第
二
十

λ
絵

五
宣
三

第
四
説

E 
z 

アランスは十λケ月四貨幣間値安定IOlllllを純過 Lて、断自目1M理上心安定から

法律 k由安定に移った白であるが、 この至jはま l心安定を行はj'，1J:ちに法律に

よって貨明書冊値を政定した困もある。
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鼠

苑

フ
ラ
ン

λ

目
新
食
僻
制
度
に
就
い
て

第
二
十
λ
谷

五
五
凹

第
四
蹴

1L 
t唱

膚
鳴
・
ニ
0
7
7
y
で
あ
っ
た
が
、

ら
推
定
す
る
正
、

一
フ
ラ
V

は
郎
も
七
・
三
二
二
三
八
五
グ
ラ
ム
を

五
六
グ
ラ
ム
邸
も
五
人
・
九
五
六
ミ
リ
'
グ
ラ
ム
の
純
金
を
合
む
も
り
で
あ
る
。
品
開
し
7
-
フ
y
e
ピ
h
r
f
の
如
き
多
〈

り
数
位
よ
り
成
る
数
字
を
以
て
規
定
す
る
己
い
ふ
』
』
正
は
不
便
が
多
い
か
ら
、
こ
、
に
於
て
一
一
般
簡
単
に
一
ア
ラ

エ
金
分
量
を
規
定

4
る
の
必
要
?
、
か
く
て
遂
に
平
y
ド

在

、

日

村

γHN品
凶

H却も一
一
一
四
・
二
一

フ
ラ
ン
ご
規
定
す
る
に
至
つ
h
k

も
の
で
あ
る
。
こ
の
五
人
・
九
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
な
る
純
金
に
十
分
の
一
の
維
分
台

合
せ
る
ご
、
一
フ
ラ
ン
は
日
開
位
千
分
の
九
百
な
る
金
六
五
・
五
ミ
9
グ
ラ
ム
を
合
む
こ
芭
に
な
る
。

一ポ
V

ド
は
純
金
七
土
ニ
二
三
人
五
グ
ラ
ム
の
金
を
合
ん
で
居
る
の
で
‘

一
二
問
・
ニ

O
を
以
て
除
し
た

0
・
0
五
八
九

こ
れ
か

こ
の
新
ア
ラ
y
は
醤
ア
ラ
V

に
比
較
す
る
ご
約
四
・
九
二
四
倍
下
落
し
て
ゐ
る
。
こ
の
新
醤
雨
7
-
7
y
の
聞
の

係
数
も
亦
相
嘗
考
慮
す
吋
き
問
題
で
ゐ
る
。

FEω
剖
命
令
】
な
る
べ
〈
盤
以
伯
に
近
か
ら
し
め
る
こ
正
は
勿
論
希
望

す
ぺ
き
ど
こ
ろ
で
ゐ
る
o
然
し
こ
山
一
償
低
下
落
係
放
を
し
て
四
・
五
又
は
五
ピ
い
ふ
や
う
な
故
に
す
る
時
は
、
他

方
一
ア
フ

y
の
合
有
金
分
誌
の
小
数
位
セ
複
雑
な
ら
し
め
る

ω良
が
ゐ
る
。
こ
の
同
者
凶
矛
盾
は
、
億
フ
ラ
ン
仁

謝
す
る
倒
低
下
落
係
軟
な
る
も

ωが
一
短
期
間

ω利
害
関
係
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ち
、
従
っ
て
よ
し
ん

ば
フ
ラ
y

の
新
使
佐
世
醤
倒
他
に
比
し
て
盤
以
佑
又
は
整
数
倍
に
近
〈
定
め
る
ご
し
て
も
、
そ
れ
は
一
般
閥
民
仁

劃
し
て
は
時
間
の
経
過
ご
共
に
殆
ん
ど
共
存
在
理
由
を
失
ふ
も

ωで
あ
る
。
之
に
反
し
て
新
貨
鮮
の
金
分
量
の
割

合
の
影
響
す
る
Z
こ
ろ
は
極
め
て
旋
〈
長
い
。
炉
〈
の
如
き
理
由
h
r
A
b
、
下
落
係
数
を
盤
数
叉
は
整
数
に
近
か
ら

し
め
る
よ
ム
リ
も
寧
ろ
新
車
位
に
於
る
金
分
量
を
簡
明
に
し
た
方
が
苅
営
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
、
常
然
で
ゐ
る
古

い
は
な
り
れ
ば
な
る
ま
い
。
唯
ζ

的
新
y
-
y
y
が
、
車
位
そ
の
も
の
ご
し
て
、
外
国
殊
に
イ
ギ
9
1
の
出
師
、
ア
メ



リ
カ
の
弗
に
謝
し
て
著
し
〈
小
〈
な
っ
た
Z
い
ふ
こ
正
、
郎
も
一
傍
に
謝
し
て
は
戦
前
の
二
五
・
一
一
一
一
7

ラ
Y

が

一
二
四
・
二
一
フ
ラ

Y
Z
な
b
、
一
弗
に
濁
し
て
は
戦
前
の
五
二
入
プ
ラ
y
が
二
五
・
五
二
フ
ラ
ン
ピ
な
っ
た
ピ
い

ふ
こ
ピ
は
、
理
論
上
は
ピ
も
か
く
質
際
上
回
単
位
比
岐
に
不
便
を
兎
れ
な
い
芭
こ
ろ
で
ゐ
る
。

。へ
U
F

ギ

1
が
新
に
採

月
せ
る
釣
外
計
算
単
位
べ
Y

J

J

の
、
五
フ
一
ブ
ン
を
以
「
し
一
J

べ
戸
ガ
ご
せ
る
が
如
、
ョ
は
、
貨
幣
附
胴
低
の
切
下
げ
を
一
行

っ
た
同
凶
仁

J

と
っ
て
は
そ
の
艶
外
的
な
躍
位
比
肢
を
便
宜
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
或
は
こ
の
小
貨
幣
間
半
位
を

以

τ反
つ

τ
ア
ラ
y

ス
の
利
徒
で
あ
る
ご
し
、
「
貨
幣
回
早
位
が
比
械
的
小
な
る
闘
に
於
て
は
物
煩
水
準
も
亦
高
〈

な
い
』
正
せ
る
主
張
も
あ
る
が
、
を
は
、
官
仁
こ
の
貨
幣
地
位
を
低
か
ら
し
め
た
る
に
針
す
る
向
日
議
官
し
て
秘
め

ι

れ
な
い
ば
か

b
で
な
く
、
ま
た
経
端
胴
上
の
謝
質
じ
も
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
1
貨
幣
盟
位
の
犬
小
が
物
相
水
準

に
影
響
す
る
己
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

金
貸
り
嶋
崎
諮
は
フ
ラ
ン
旦
銀
行
の
請
求
に
よ
っ
て
の
み
認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
現
在
に
於
て
は
白
由
錆
遣
は
行

は
れ
て
ゐ
な
い
。
郎
ち
令
貨
の
自
由
流
通
へ
復
蹄
す
る
ご
い
ふ
こ
正
は
、

A
T
の
芭
こ
ろ
級
日
に
倹
つ
の
外
な
い
。

現
在
で
は
』
の
金
貨
の
録
曲
旭
川
W

請
求
は
ブ
ラ
Y

A
録
滑
の
み
が
有
し
て
ぬ
て
、
そ
の
鋳
議
提
は
品
位
千
品
川
の
九
百

の
金
一
キ
ロ
グ
フ
ム
に
つ
い
て
四
十
7
-
フ
Y

で
あ
る

Q

新
貨
締
法

ω規
定
に
よ

h
護
金
貨
は
法
定
通
用
カ
を
有
っ
て
居
な
い
。
醤
金
貨
の
煩
値
は
品
位
千
分
の
九
百
の

金
六
五
・
五
ミ
9
グ
ラ
ム
を
以

τ
一
フ
ラ
ン
正
す
る
割
合
の
買
上
回
恨
格
に
よ
h
算
定
吉
れ
る
も
の
で
あ
る
。
新
貨

幣
の
日
開
位
及
重
量
仁
謝
す
る
百
世
差
以
、
前
者
は
千
分
の
つ
後
者
は
千
分
の
こ
で
あ
る
。
す
べ
て
此
等
の
規
定
は

奮
規
定
に
準
じ
た
も
の
で
あ
る
。

話

第
二
十
凡
巷

五
五

宛

E
E
E
 

第
四
都

フ
ラ
ン
ス
白
新
貨
櫛
制
度
に
就
い
て

Liess~. A .P!OPOS de la reforme mon(~(aire (Economiste:行ancais，no・
7. ¥6annee) 
Expose des inotif~ du projet de loi monetaire. (La reforme monetaire， 
Paiis._ 1928.. p. 1 ¥8，，) 
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官

フ
ラ
ン

λ

山
新
貨
幣
制
院
に
就
い
て

宜
六

第
二
十
八
巻

E
五
六

苑

第
四
披

補
助
貨
幣
制
度

新
規
定
の
定
む
る
芭
ご
ろ
に
依
り
、
か
の
共
和
勝
第
十
一
年
芽
月
十
七
日
の
規
定
に
於
て
は
ア
フ
Y

の
底
値
が

銀
に
よ
っ
て
規
定
吉
れ
て
ゐ
た
も
凶
が
、
今
や
全
〈
銀
は
補
助
貸
借
に
使
用
さ
れ
る
に
過
き
な
く
な
っ
た
。
郎
も

五
フ
ラ
ン
銀
貨
は
法
貨
た
る
の
地
位
を
失
ふ
こ
ご
は
勿
論
会
然
流
通
上
に
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
ゐ
る
o

新
補
助
貨
幣
正
し

τは
十
及
二
十
プ
ラ
y
の
銀
貨
が
鵠
造
事
れ
る
。
そ
の
日
間
位
は
預
五
7
~
7
V
銀
貨
が
品
位
千

分
の
九
一
向
、
ニ
ア
ラ
ン
、
一
ア
ラ
Y

及
五
十
サ
ン
チ
ー
ム
銀
貨
が
千
分
的
入
百
三
十
五
で
あ
っ
た
の
に
制
到
し
て
、

一
傘
に
千
分

ω六
百
八
十
で
あ
り
、
そ
の
重
量
は
夫
々
十
及
二
十
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
日
常
差
は
品
位
重
量
共
に
千
分

の
五
・
共
法
定
流
通
最
高
額
は
二
百
五
十
フ
ラ
ン
で
ゐ
る
o

従
来
の
銀
貨
は
複
本
位
時
代

ωも
ω-で
あ
る
か
ら
、

そ
の
貨
幣
艇
低
は
少
〈
も
始
め
に
は
そ
の
素
材
倒
他
を
考
慮
し
て
ゐ
た
も
の
で
ゐ
る
。
芭
ニ
ろ
が
新
銀
貨
は
之
ピ

具
、
り
補
助
貨
格
正
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
新
銀
貨
は
か
く
て
其
名
目
慣
値
が
素
材
倒
伯
よ
り
大
な
る

貨
僻
正
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
然
し
銀
貸

ω銀
分
量
に
つ

V
て
は
フ
-
一
フ
V

1
よ
h

リ
も
備
は
低
V

Z
こ
ろ
が
あ
る
。
例

へ
ば
英
畑
測
に
於
て
一
九
二

O
年
後
鋭
治
せ
る
も

ωは
、
千
分
の
五
百
ご
い
I

ふ
が
如
き
之
で
あ
る
。
新
銀
貨
は
一
九

三
二
年
十
二
月
末
日
迄
に
現
在
流
泌
し

τゐ
る
五
、
十
及
二
十
フ
ラ
Y

紙
幣
の
回
牧
に
充
て
ら
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
こ
の
新
銀
貨
は
補
助
貨
幣
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
鋳
遺
品
筑
も
亦
嘗
然
政
府
の
支
弊
す
る
ご
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

、
に
一
の
問
題
が
ゐ
る
c

銀
貸
改
鋳
盆
金
に
件
ふ
問
題
邸
も
之
で
あ
る
。

7
9
y
z
銀
行
は
従
来
一
一
利
の
金
銭
複
本
位
制
度
を
採
用
せ
る
閲
係
上
、
多
額
の
録
及
銀
貨
を
所
有
せ
る
も
の

Art. 7.， Loi rnonetalre. 1u) 



で
め
る
が
、
こ
の
録
及
銀
準
備
は
新
規
定
に
よ
っ

τ金
〈
解
放
せ
ら
れ
、
従
っ
て
新
に
評
樹
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
今
新
貨
幣
法
制
定
前
前
な
る
一
九
二
人
年
六
月
二
十
一
日
の
フ
ラ
ン
ス
銀
行
貸
借
封
照
表
を
見
る
時
は
、

『
銀
準
備
」
な
る
科
目

ω下
に
一
市
古
れ
た
制
酬
は
三
四
二
、
九
四

0
0千
プ
一
フ
V

で
あ
っ
た
も
の
が
、
新
食
齢
制
法
制
定
直

後
山
町
六
月
二
十
五
日
に
於
て
は
「
改
鋳
さ
る
べ
き
流
通
停
止
銀
貨
」
な
る
科
目
的
下
に
七
入
問
、
八
二
四
・
千
ア
ヌ

y

に
越
し
て
ゐ
る
u

此

ω銀
貨
は
造
幣
局

ω
必
要
に
感
じ
新
銀
補
助
貨
幣
銭
誌
に
充
て
る
潟
に
誕
〈
も
一
九
二
九

年
十
二
月
三
十
一
日
迄
に
新
評
欄
樹
格
を
以

τ政
府
に
譲
渡
さ
る
べ
き
も

ω
f
ゐ
る
o

か
〈
て
フ
ヨ
y

z
銀
行
は

造
幣
局
か
巴
新
品
位
の
銀
貨
を
受
白
淑
る

ω
で
あ
る
が
、
此

ω改
鋳
か
ら
生
中
る
盆
金
が
問
題
己
な
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
三
分
の
二
は
大
城
省
経
券
償
議
仁
充
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
こ

ωこ
ご
に
つ
い
て
は
殺
に
夏
に
越
ぺ

る。
補
助
貨
併
と
し
て
十
及
二
十
フ
ラ
ン
銀
貨
の
外
に
、
政
府
は
.

ア

P

ミ
ニ
ヱ

1
A
青
銅
貨
を
鋳
治
す
る
u

・
」
れ
に
謝
す
る
法
定
最
高
流
通
額
は
五
十
プ
ラ
ン
で
あ
b
、
従
来
滅
渇

せ
る
向
銅
貨
及
銅
貨
に
謝
す
る
法
定
最
高
流
通
敏
は
十
フ
ラ
切
で
あ
る
。
術
ほ
商
業
曾
議
所
仁
於
て
使
用
せ
る
計

算
用
補
助
貨
併
は
漸
究
引
上
げ
ら
れ
る
こ
芭
に
な
っ

τゐ
る
。

アラ一
V

、
二
ア
ラ
y
及
五
十
サ
Y
乎

1

ム
の

ff.a 

度

幣

J
H
H
1
e
 

血
巾

新
貨
幣
訟
は
営
に
本
位
貨
幣
制
度
u
A
柿
助
貨
幣
制
皮
に
就
い
て
の
み
新
に
規
定
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
ま
た
フ
ラ
ン
ス
閣
内
仁
於
て
疏
通
す
る
紙
幣
に
関
す
る
規
定
を
も
定
め
る
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
郎
も
新
貨
併
法
第

民

施

E 
七

フ
ラ
ン
ス
の
新
貨
符
制
度
に
就
い
て

第
一
一
+
凡
審

E
五
七

第
四
都

ArL 10.， ConvE'!ntion entre le Presidelllt du Conseil. Ministre de，; Finan-

ces et le Gouverneur de ]a II弓nquede Fran臼
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詰

苑

7

ヲ
シ
ス
白
新
貨
融
市
制
度
に
就
い
て

第
二
十
λ
A
E

五
F、

五
宜
八

第
四
蹴

一
僚
は
、
一
九
一
四
年
入
月
五
日
の
法
律
第
三
僚
に
よ

h
規
定
さ
れ
た
7

7

Y

1
銀
行
及
ア
戸
ジ
ェ
リ
銀
行
の
銀

行
券
の
強
制
通
用
を
腐
止
す
る
こ

Z
を
定
め
て
ゐ
る
が
、
一
真
に
同
法
第
三
僚
は
フ
ラ
Y

1
銀
行
が
共
賛
行
銀
行
券

の
一
金
品
川
視
を
行
ふ
べ
き
こ
ご
を
も
規
定
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
貨
に
金
田
早
志
位
制
度
の
採
用
に
件
よ
最
も
重
要
な
規
定

の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
新
規
定
の
先
換
ピ
職
前
の
党
換
子
炉
」
比
較
す
る
に
、
先
づ
戦
前
は
金
貨
又
は
金
地
金
に
ょ
う

T
行
は
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
新
制
度
に
於

τは
専
ら
金
地
金
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
ω

従
っ
て
戯
曲
官
に
云
へ
ば
、
新
制
度
は

「
金
本
位
」
中
「
A
R
貨
本
位
』
で
は
な
〈
、
「
金
地
金
本
位
」
で
あ
っ
て
、
英
国
の
制
度
ピ
同
じ
も
の
で
あ
る
。
品
百
貨

の
賞
際
流
説
が
行
は
れ

F
る
時
に
金
先
換
を
行
は
ん
ど
す
る
時
は
、
金
地
金
本
位
ご
な
る
こ
ご
は
常
然
で
あ
る

が
、
こ
の
金
地
金
本
位
は
ま
允
金
の
集
中
十
容
易
な
ら
し
め
る
利
益
も
め
る
。
克
仁
戦
前
は
銀
行
券
の
品
川
換
叉
は

金
地
金
的
安
換
は
、
プ
ラ
Y

且
銀
行
本
支
応
に
於

τ行
は
れ
た
ご
こ
ろ
で
め
る
が
、
新
制
度
に
於
て
は
専
ら
フ
ラ

A
W
 

V

A

銀
行
本
泊
に
於

τω
み
行
は
れ
る
ご
こ
ん
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
護
券
銀
行
的
規
定
に
倣
っ
た
も
の
で

あ
る
さ
い
は
れ
て
ゐ
る
Q

最
後
に
品
川
換
の
金
額
に
つ
い

τは
、
戦
前
は
何
等
的
規
定
が
な
か
っ
た
ピ
こ
ろ
で
あ
る

が
、
新
制
度
は
金
地
金
ゆ
重
量
ご
し
て
最
も
多
〈
使
用
さ
れ
て
ゐ
る

t
い
は
れ
て
ゐ
る
標
準
重
量
に
劃
す
る
贋
値

卸
も
二
十
一
高
五
千
フ
ラ
ン
を
最
低
級
ご
し
て
ゐ
る
o

(
宛
に
換
算
し
て
約
八
千
四
百
郊
に
ゐ
た
る
)ω

ニ
の
規
定

は
英
闘
の
一
九
二
五
年
金
本
位
保
例
に
於
て
認
め
ら
れ
た
金
四
百
オ
ン
ス
舎
標
準
ご
す
る
金
地
金
先
換
に
相
臆
す

る
も
の
で
あ
る
ο
(
こ
の
標
準
金
山
口
問
位
は
十
二
分

ω卜
一
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
四
百
オ

y
z
は
千
六
百
九
十
九

磁
十
一
士
山
八
片
に
あ
た

h
、
弗
に
換
算
す
る
時
は
約
八
千
弗
仁
ゐ
た
右
)
。

朝貨略法第三陣規定白金免換 (convertibilitεenor)は金負Xは壷由意味τ
あるが、金貨は製造制限されてゐる白て、 3量際は金地金を以て免換Tるこ止

にtる。
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銀
行
券
袋
行
じ
就
い
て
最
も
重
要
な
ζ
E
は
、
所
調
銀
行
劣
後
行
に
謝
す
る
準
備
で
ゐ
る
が
、
此
駄
に
つ
い
て

ア
ラ
y
λ

は
全
〈
従
来
的
行
掛
り
を
一
掃
し
、
新
世
中
備
法
を
採
用
し
た
。
蓋
し
フ
ラ
Y

A

は
、
従
来
欧
洲
各
闘
の
一

紙
幣
俊
行
準
備
に
劃
し
て
一
異
色
を
な
し
て
ゐ
た
所
調
最
高
額
品
目
行
法
に
依
っ
て
ゐ
た
の
で
ゐ
る
o
こ
の
方
法

は
、
紙
枇
市
税
行
に
蝋
到
し
最
高
俊
行
額
を
規
定
し
て
ゐ
る
ロ
り
で
あ
っ
て
、
共
準
備
に
樹

L
t
は
何
等
積
極
的
規
定

が
な
い
。
従
っ
て
其
法
行
最
高
額
は
雄
々
増
加
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
此
の
所
詞
銀
行
設
の
趨
周
記
し
て
の
銀
行

券
法
行
方
法
に
つ
い
て
は
、
最
高
額
後
行
法
そ
の
も
の
が
本
質
上
何
等
の
存
在
理
由
な
き
こ
ご
を
主
張
せ

L
め
た

芭
こ
ろ
で
ゐ
っ
た
が
、
今
や
新
規
定
は
、
銀
行
券
後
行
紙
勝
額
正
貸
方
骨
同
座
勘
定
吉
を
加
へ
た
も
の
に
相
到
し
、
是

の
山
口
分
的
三
十
五
仁
等
し
い
金
貨
一
え
は
金
地
金
山
準
備
を
保
併
す
べ
し
ご
い
ふ
所
説
比
例
準
備
法
を
採
用
し

τゐ

る
叫
然
し
賞
際
仁
一
於
て
は
金
貨
は
向
ほ
流
通
せ
争
、
党
換
は
金
地
金
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
・
比

例
準
備
法
正
云
っ
て
も
所
説
金
核
本
位

ω
立
場
か
ら
、
金
地
金
本
位

ω立
場
か
ら
見
記
比
例
準
備
法
で
め
る
。

こ
の
規
定
は
勝
浦
市
に
幾
多
の
問
題
を
潜
ま
せ

τゐ
る
も
の
ご
解
せ
ら
れ
る
が
、
就
中
重
要
な
の
は
其
保
有
せ
る

金
串
愉
正
ト
所
諦
「
U
F

ポ

1
F
」
に
よ
る
手
持
金
縛
替
手
形
ご
の
閥
係
で
ゐ
る
。
こ
の
ア
ラ
y
z
銀
行
の
手
持
た
る

巨
額
山
金
銭
替
手
形
は
、
今
日
巳
に
7

フ
y

月
銀
行
貸
借
劃
照
表
上
に
特
殊
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
今
其

所
有
額
の
最
高
品
川
換
要
求
傾
に
謝
す
る
制
合
は
百
分
の
六
十
二
に
嘗
h
、
更
に
貸
方
常
座
勘
定
を
控
除
せ
る
流
通

紙
幣
額
り
み
に
劃
す
る
倒
合
は
百
分
り
七
十
六
に
常
っ
て
ゐ
る
。
ド
イ
?
共
仙
の
後
券
銀
行
に
し
て
法
律
上
其
後

行
紙
幣
に
胤
到
す
る
準
備
は
軍
に
金

ωみ
で
な
〈
其
所
有
せ
る
外
国
籍
替
手
形
を
も
亦
・
』
れ
に
充
て
、
ゐ
る
も
の
は

少
f
な
い
。
郎
も
銀
行
は
党
換
に
際
し
て
は
畑
地
持
的
に
或
は
令
或
は
金
本
位
闘
に
向
っ
て
振
出
し
た
怨
替
手
形
を

就

苑

E
E
丸

第
四
貌

五
ブL

ヌ
ラ

ν
ス
の
新
貨
幣
制
度
に
就
い
て

第
ニ
十
λ
谷

Art. 4目， Loi mon自aII'e.
第三表畢問。
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股

苑

フ
ラ
ン
ス
曲
軒
先
幣
制
度
に
就
い
て

第
二
十
八
智

玉
大

O

第
四
脱

，、
O 

以

τ之
を
ノ
打
ふ
こ
E
を
得

L
め
る
も

ω
で
あ
る
が
、
こ
れ
質
に
金
潟
替
本
位
制
度
で
ゐ
る
。
フ
ラ
ン
A

の
新
制
度

は
勿
論
完
全
な
意
味
に
於
る
金
皐
本
位
制
度
の
採
用
で
あ
る
か
ら
、
と
の
外
閥
震
替
手
形
は
接
行
準
備
に
は
算
入

ち
れ
な
い
Y

O

併
L
多
額

ω外
闘
錦
替
手
形
の
年
在
は
此
的
金
本
位
制
度
の
色
彩
を
貴
賓
上
或
程
度
務
め
ん
Z
す
る

傾
向
ゐ
品
二
ピ
を
否
む
匂
』
ピ
を
得
な
い
ご
思
は
れ
る
。
批
(
附
制
は
克
仁
後
じ
も
述
べ
る
ω

抑
I
プ
ラ

y
λ

銀
行
の
紙
幣
殺
行
ご
そ
の
品
目
行
金
準
備
ピ

ω
関
係
争
見
る
じ
は
、
一
入
七
一
年
迄
ご
も
一
入
七

一
年
よ
り
一
九
二
人
年
迄
正
、
一
九
二
八
年
後
の
三
つ
に
分
り
る
と
都
合
が
い
い
。
一
八
七
一
年
迄
は
ー
ー
一
八

四
八
年
及
九
年
的
短
期
間
企
除
〈
己

l
i
1
フ
ラ
ン
λ

銀
行
は
共
抗
日
辿
に
於
ー
も
挟
準
備
仁
於
て
も
何
等
明
支
上
の

拘
束
を
受
付
な
か
っ
た
的
で
あ
っ
た
。
然
も
其
畿
行
紙
僻
仁
劃
す
る
即
時
金
換

ω義
務
は
十
分
仁
識
さ
れ
、
質
質

上
ド
も
尖
流
通
に
指
し
絶
え
や
金
準
備
を
維
持
せ
し
め
た

ω
で
め
っ
た
。

一
入
七
一
年
以
後
仁
於

τは
、
最
高
一
畿
行
額
を
規
定
し
た
の
み
で
め
っ
て
、
特
に
最
低
正
貨
準
備
に
闘
す
る
規

定
を
設
り
す
、
之
に
よ
勺

τ同
銀
行
の
制
度
は
殆
ん
ど
他

ω殺
努
銀
行
の

E
貨
準
備
制
度
ご
一
弘
別
苫
れ
て
ゐ
た
の

で
め
る
。
然
し
こ

ω最
高
額
俊
行
制
度
以
、
賞
際
上
は
ア
一
フ
V

2

銀
行
政
ぴ
に
政
府
に
費
し
て
は
特
に
拘
束
力
を

有
た
な
か
っ
た
。
蓋
し
卒
附
に
於

τは
.
議
品
目
は
銀
行
が
其
最
大
限
を
大
成
大
臣
を
通
じ
て
増
加
ゼ
し
め
る
こ
ご

に
劃
し
て
反
劃
せ
す
、
強
制
流
辿
山
時
に
於

τは
‘
其
最
高
額
は
政
府
の
要
求
い
い
ょ
っ

τ自
由
に
増
加
し
得
た
か

ら
で
あ
る
。
従
っ
て
質
際
に
は
最
高
俊
行
額
の
規
定
以
密
文
に
等
し
い
一
の
規
定
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
其
結

果
今
日
の
比
例
準
備
制
度
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
ゐ
る
。

A
1
そ

ω最
高
脇
田
行
額
の
数
字
の
愛
化
を
血
や
る
Z
次
の
如

〈
で
あ
る
。



第

表

フ
ラ
ン
ス
融
行
最
高
設
行
領
事
(
単
位
百
両
ア
ラ
シ
)

年
v
A
士
O

一
人

t
o

一
λ
七
一

一λ
七
二

一
八
入
間

一
八
九
三

一
凡
九
士

L
-
J
V
 

ブ
ビ
プ

一
丸
-
一

一
九
一
回

一
九
一
五

一
九
一
六

λ 五二六五五凹三三二ニー書、、、、、、、、、、、、岡
000入八 o011.ニ入 UH入費

OOOOOCJOCJOCJOO行
000000000000制

白勾
一
九
一
七

一
九
一
七

一
九
一
入

一
九
一

λ

一
九
一
八

一
九
一
九

一
九
一
九

一
九
ニ

O

-
九
二
五

一
九
二
五

一
角
二
五

最
高
麗
行
制
間

二
-
、

o
o
c

二
四
、

O
E
O

ニ
士
、

O
C
0

2

一O
、。。。

三
コ
一
、

c
c
o

一戸ニハ、
0
0
0

回。、
0
0
0

四
一
、

c
c
c

聞
置
、

O
O
O

E

一、
o
o
o

E
λ

、0
0
0

か
〈
し
て
賂
来
さ
れ
た
こ
り
新
規
定
が
、
今
後
如
何
な
る
結
川
端
を
生
世
し
め
る
か
は
全
〈
珠
想
す
る
よ
古
は
で

き
な
い
。
然
し
ア
一
フ
Y

1

は
、
或
は
党
換
券
俊
行
に
制
到
す
る
金
準
備
の
割
合
を
今
日
よ
'
り
も
一
暦
多
か
ら
し
め
た

hJ
、
或
は
ま
た
共
金
準
備
を
保
護
す
る
籍
に
共
翁
替
手
形
を
用
ふ
る
に
至
る
や
う
な
こ
ぜ
が
あ
る
時
は
、
フ
ラ
ン

λ

は
少
〈
も
部
分
的
で
ゐ
り
又
或
程
度
に
於
て
hv
は
ゐ
る
が
金
銭
替
本
位
制
度
に
畿
化
し
得
る
Z
V
ふ
ニ
さ
は
考

へ
ら
れ
る
芭
ニ
ろ
で
あ
る
。

金
準
備
仁
闘
す
る
新
語
制
度
の
重
要
な
る
他
の
相
議
は
、
金
準
備

t
其
品
川
換
要
求
最
高
額
正
の
聞
に
維
持
古
る

話

旦E

フ
ラ
シ
ス
の
輯
貨
僻
制
度
に
就
い
て

第
二
十
八
巻

五
六

第
四
鶴

~
J、



設

苑

ア
ラ
ジ
ス
の
新
貨
幣
制
度
に
就
い
て

，、

第
四
挽

第
二
十
八
巻

豆
大

べ
き
法
律
上
の
割
合
の
算
定
に
つ
い
γ

て
、
流
通
紙
幣
額
E
共
に
貸
方
首
座
勘
定
が
教
へ
ち
る
仁
王
っ
た
こ
Z
是
で

η
 

ゐ
る
向
従
来
ニ
の
貸
方
嘗
座
勘
定
は
直
仁
免
換
し
得
る
も
の
ご
し
て
は
明
示
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然

る
に
事
質
上
仁
於

τは
、
預
金
は
常
に
銀
行
券
に
換
へ
ら
れ
る
か
ら
、
従
っ
て
究
換
制
度
は
崎
黙
の
内
に
貸
方
嘗

座
勘
定
に
劃
し
て
も
銀
行
券
E
同
様
に
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
是
迄
銀
行
券
に
劃
す
る
法
定
準
備
率
の
規
定

が
な
か
っ
た
ご
い
ふ
-
』
ご
は
同
時
に
預
金
に
劃
す
る
法
定
準
備
率
の
な
か
っ
た
・
」
子
炉
』
も
示
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る

が
、
今
日
で
は
貸
方
蛍
座
勘
定
を
明
示
し
且
つ
之
に
も
銀
行
券
己
同
様
法
定
準
備
を
な
す
こ
さ
を
要
す
ご
さ
れ
て

ゐ
る
。
従
っ
て
7
-
7
ン
1

銀
行
は
、
銀
行
酔
惜
の
み
が
先
換
準
備
に
暴
げ
ら
れ
て
ゐ
る
時
よ
り
も
、
一
屠
周
到
な
準

備
を
な
す
も
の
で
あ
る
ご
云
へ
る
。

新
貨
枇
刑
法
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
銀
行
が
用
ひ
得
る
信
用
の
限
界
は
、
銀
行
が
英
信
用
の
金
部
を
血
中
げ
て
用
ひ
る

さ
い
ふ
や
う
な
こ
ご
は
耐
聞
く
な
い
ご
し
て
も
注
目
す
べ
き
こ
ご
で
ゐ
る
。
今
一
九
二
人
年
九
月
二
十
一
日
の
貸
借

艶
照
表
に
よ
っ

τ見
る
に
共
金
準
備
は
三

O
、
五
六
人
・
百
高
ア
ラ
Y

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
法
定
準
備
率
た
る
百

分
の
三
十
五
に
相
嘗
す
る
も
の
ご
す
れ
ば
‘
其
最
高
見
直
換
要
求
額
は
入
七
、
三
三
七
・
百
高
ア
ラ
V

で
あ

h
、
従
っ

て
百
前
向
プ
ラ

yω
金
山
り
流
入
に
従
っ
て
二
・
入
五

O
百
高
フ
ラ
Y

の
先
換
要
求
額
を
増
加
し
得
る
。
然
る
に
賞
際

流
通
統
枇
町
額
並
び
に
貸
方
嘗
座
勘
定
高
は
併
せ
て
七
七
.
二
三
二
・
百
高
7

9

y
で
あ
る
か
ら
最
高
品
川
換
要
求
額
に

謝

L
約
百
億
フ
ラ
ン
に
達
す
る
除
カ
が
存
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。

四

フ
ラ
ン
ス
銀
行
さ
政
府
ご
の
闘
係

Art・4.，Loi monetaire. )
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新
品
民
枇
師
法
の
質
施
上
、
之
に
伴
ふ
主
要
な
る
協
定
の
一
は
、
フ
ラ

y
z
銀
行
吉
政
府
£
の
聞
の
関
係
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
比
附
者
間
的
正
常
的
腕
係
の
復
醤
及
び
戟
守
中
政
府
じ
謝
し
て
行
へ
る
貸
付
金
制
度
内
廓
止
に
あ
っ

た
の
で
あ
っ
て
‘
こ
の
聞
係
は
世
界
大
戦
仁
よ
っ
て
多
〈
の
闘
の
等
し
〈
経
験
せ
も
ご
こ
ろ
で
あ
b
、
ま
た
各
闘

の
等
し
〈
難
勅

E
L一花
Z
こ
ろ
で
ゐ
る
o

第
二
は
新
貨
幣
車
位
採
用
上
、
ヲ
フ
Y

A

銀
行
の
貸
借
謝
照
表
に
溺
ら

き
れ
た
新
静
岡
恨
に
基
づ
く
フ
ラ
Y

旦
銀
行

t
政
府
ピ
の
聞
係
で
あ
る
。

先
づ
此
の
第
一
の
闘
係
は
消
極
的
で
は
あ
る
が
最
も
デ
ηノ
ゲ

1
ト
な
問
題
を
悲
き
起
し
た
も
の
、
一
つ
で
ゐ

品
。
凡
そ
フ
ラ
Y

R

銀
行
の
政
府
じ
謝
す
る
貸
付
仁
は
二
方
面
で
ゐ
品
。
一
は
『
非
常
貸
付
』
ピ
い
は
れ

τゐ
る
直

接
貸
付
で
ゐ
h
J
・
他
は
貸
備
制
到
照
表
上
特
別
な
科
目
仁
ょ
っ

τ
一
万
古
れ
も
政
府
勘
定

E
L
て
外
岡
政
府
に
鉛

L
τ

行
は
れ
た
貸
付
で
め
る
。
就
中
フ
一
フ
ン
旦
銀
行
の
政
府
に
劃
す
る
「
非
常
貸
付
』
に
闘
し
て
の
組
織
的
償
還
方
法

は
、
最
近
数
年
間
に
於
て
雨
者
聞
に
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た

ωで
め
る
。
先
づ
政
府
に
劃
す
る
夜
接

貸
付
の
償
港
が
如
何
に
行
は
れ
た
か
を
説
明

L
ゃ
う
。

椅
め
て
総
括
的
に
一
五
ふ
ピ
.
政
府
は
、
フ
ラ
ン
A

銀
行
が
一
定
倒
格
に
よ
っ

τ買
入
れ
た
外
国
錦
替
手
形
.
之

を
据
保
正
し

τ
フ
ラ
ン
ス
銀
行
が
袋
行
せ
る
銀
行
券
・
此
等
の
閥
係
を
利
用
し

τ同
銀
行
に
劃
す
る
大
部
分
の
備

入
金
を
整
理
し
得
た
の
で
あ
る
o

そ

ω結
巣
一
九
二
七
年
十
二
月
三
十
一
日
に
於
る
設
定
貸
付
最
高
額
は
嘗
時
三

一、

G
O
O
-百
高
7

ラ
V

で
あ
っ
た
が
、
賞
際
額
は
二
三
、
九

0
0・
百
高
7

ラ
ン
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
此
時
か
ら

一
九
二
八
年
五
月
三
日
に
至
る
迄

l
l五
月
三
日
は
政
府
が
7
-
7
y

ス
銀
行
に
蛸
到
し
最
後
の
償
還
に
充
て
る
潟
の

五
分
利
償
法
会
債
成
立
の
前
日
で
あ
る
|
|
貸
借
掛
照
表
に
於
る
こ
の
数
字
は
殆

E
盤
化
な
{
続
い
た
。

n
公
債

詑

事E

フ
ラ
ン

λ

叫
新
貨
僻
制
度
に
就
い
て

第
二
十
八
巷

玉
大

第
四
続

~. ，、



説

Jl1i 

第
二
十
八
怨

大
田

ア
ラ
シ
ス
の
新
貨
幣
制
度
に
就
い
て

豆
大
凹

第
四
腕

申
込
開
始
の
日
た
る
五
月
五
日
か
ら
大
月
二
十
一
日
に
至
る
迄
の
政
府
の
償
還
は
、
ア
ラ

y
z
銀
行
の
政
府
貸

付
金
を
し
て
約
六
、

0
0
0・
百
高
フ
ラ
y
を
減
守

L
め
て
一
七
、
九

0
0・
百
高
ヌ
ラ
V

に
逮
せ
し
め
て
ゐ
る
o
従

っ
て
貨
僻
調
価
安
定
に
際
し
て
、
政
府
が
プ
-
フ
Y

ス
銀
行
に
償

M

泌
す
べ
き
額
は
一
七
、
九

0
0・
百
両
プ
ラ
y
で
あ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
備
は
7

ラ
ン
λ

銀
行
の
政
府
じ
謝
す
る
偵
様
た
る
「
在
外
正
貨
』
は
嘗
時
一
、
一
二
五

0
・
百
高

7
-
7
y
あ
る
の
で
償
港
総
額
は
合
計
約
一
九
二
五

0
・
百
高
7
-
フ
ン
で
ゐ
Z
O
後
仁
も
述
べ
る
通
、
り
後
行
噂
備
に

脳
到
す
る
新
評
師
慣
及
協
定
に
よ
っ

τ決
定
吉
れ
た
政
府
に
附
す
べ
き
刺
盆
は
約
一
六
、
五
O
O
@百
高
7

7

y
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
プ
ラ
ン
λ

銀
行
仁
謝
す
る
前
記
仙
入
金
の
償
誌
に
充

τら
れ
柁
も
の
で
あ
る
。
向
は
此
的
外
フ
ラ
ン

ヨ
銀
行
の
積
立
R
A
償
還
勘
定
に
於
て
政
府
の
使
用
し
得
る
金
額
は
、
同
九
一
一
・
百
高
7
-
フ
y

に
逮
し
て
居
る
。
更

に
後
償
仁
よ
る
政
府
ω
7
A
7
y
λ

銀
行
じ
岨
到
す
る
貸
方
勘
定
が
約
四
、

0
0
0・
百
高
7
ク
V

で
あ
る
。
こ
れ
は
畿

表
苫
れ
て
ゐ
な
い
が
、
然
し
政
府
は
7

一
ブ
ン
旦
銀
行
に
帆
劃
す
る
償
川
泌
を
行
っ
た
後
に
於

τ、
郎
も
一
九
二
八
年
六

月
二
十
五
日
仁
於

τ、
術
フ
ラ
ン
λ

銀
行
に
劃
し
永
久
無
利
子
貸
付
=
一
、
二

0
0・
百
両
7

ラ
y

を
有
す
る
さ
共
に

真
に
フ
フ
ン
1

銀
行
に
於
て
一
、
八
七
八
・
百
前
向
7

ラ
ン
の
貸
方
蛍
座
勘
定
を
有
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
o

か
く
の

如
〈
し
て
戦
時
中
7
-
7
ン
ス
銀
行
が
政
府
に
謝
し
て
な
せ
る
所
調
『
非
市
貸
付
」
を
中
心
正
せ
る
問
題
は
推
理
主
れ

た
わ
け
で
あ
る
。

之
に
反
し
、

7
-
7
y

ス
銀
行
の
封
政
府
貸
付
中
、
第
二
に
属
す
る
所
謂
「
外
国
政
府
勘
定
内
錫
に
割
引
サ
る
大

蔵
省
諮
券
』
に
闘
す
る
償
迭
は
行
は
れ
な
h
p

つ
化
。
此
の
識
券
は
岡
山
仰
諮
券
管
理
及
公
債
償
還
猫
立
金
庫
か
ら
プ

ラ
y
z
銀
行
に
引
波
宮
れ
た
特
栂
新
設
券
仁
よ
っ
て
肩
代
り
さ
れ
た
。
郎
も
こ
の
讃
穿
ピ
引
換
に
ア
ラ
Y

A

銀
行

L司 reformemonetai.re ireLncaise. (Revue d'economie polilique. Sep.-Oct. 
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は
、
凋
立
金
庫
に
謝
し
て
外
岡
政
府
勘
定
ご
し
て
其
所
有
せ
る
萄
大
嫌
省
設
券
を
引
渡
し
た
の
で
ゐ
る
。
そ
の
新

語
件
付
は
最
長
三
ゲ
月
凶
期
限
を
有
す
る
無
利
子
百
券
で
あ
る
。

岡
防
結
晶
骨
管
理
及
日
公
偵
俄
議
獅
立
金
障
が
比
新
結
晶
骨
償
訟
に
謝
し
て
決
定
し
た
方
法
は
衣
の
如
き
も
の
で
ゐ

る
。
第
一
は
珠
算
に
依
る
年
版
償
法
金
で
あ
り
、
第
二
は
補
助
銀
貨
鎗
他
地
か
ら
生
中
る
盆
金
で
ゐ
争
、
第
三
は
ヌ

ラ
ン

Z

銀
行

ω翠
や
る
利
益
に

L
て
年
六
五

0
・
百
肉
フ
一
ブ
Y

を
越
ゆ
る
時
は
そ
の
超
過
利
盆
中
が
ら
納
め
る
百

分
の
五
十

ω特
別
納
付
金
で
あ
る

Q

こ
的
方
法
に
よ
っ
て
倒
立
金
庫
に
引
波
宮
れ
た
大
蔵
省
諮
券
が
償
還
さ
れ
る

仁
従
つ
1
.
フ
一
y
y
λ

銀
針
の
宿
す
る
前
記
説
件
付
も
問
叫
に
獅
立
金
庫
に
返
説
a
d
れ
る
の
で
あ
る
。

か
〈

LVL
戦
時
中
政
府
己
フ
ラ
ン
旦
銀
行
ど
の
聞
に
結
っ
た
特
殊
聞
係
は
会
(
消
滅
す
る
に
至
る
も
の
で
あ

る
ο

こ
の
こ
と
は
「
ア
ラ
Y

A

銀
行
の
政
府
に
謝
す
る
-
時
貸
付
勘
定
、
外
国
政
府
に
劃
す
る
貸
付

ω怨
仁
割
引

か
川
い
た
る
プ
一
ブ
Y

1

大
減
省
産
汁
虫
干
・
は
か
〈

l
τ
全
〈
廃
止
さ
れ
る
山
己
い
ふ
保
文
に
よ
っ
て
明
で
あ

4
G
Q
 政

府
は
此
新
刊
努
償
辿
に
剖

L
t
二
つ
の
利
盆
を
得
て
ゐ
る
o

第
一
の
利
盆
は
従
来
の
永
久
貸
付
金
二

0
0・

両
市
内
ヲ
フ
ン
ピ
共
に
新
に
三
、

coo-百
両
フ
ラ
ン
の
鋭
利
子
貸
付
を
得
た
こ
さ
之
で
あ
っ
て
、
共
傾
は
ア
-
ア
V

ス
銀
行
貸
借
封
照
表
に
於
て
は
政
府

ω貸
方
蛍
座
勘
定
に
示
さ
れ

τゐ
る
。
第
二
は
巳
に
越
ぺ
た
ア
ラ
ン
ス
銀
行

の
利
盆
に
し

τ或
税
度
を
超
過
せ
る
も
の
に
劃
し
て
は
、
政
府
が
そ
の
日
T
配
に
拠
る
ご
い
ふ
こ
ご
で
ゐ
る
。
印
ち

一
九
二
八
年
入
月
一
日
以
後
仁
於
℃

7

7

Y

1

銀
行
の
利
盆
じ

L
て
年
六
五

0
・
百
高
ア
フ
y
e
T
越
ゆ
る
場
合
そ

の
超
過
傾
向
〆
百
分
り
五
十
に
嘗
る

b
の
を
納
付
金
ご
し
て
納
付
す
べ

L
f
規
定
さ
れ
た
こ
ご
.
、
れ
い
?
ゐ
る
。
こ

ω

位

jltl 

フ
ラ
シ
ス
の
新
究
都
制
度
に
就
い
て

第
二
↓
八
谷

五
六
五

第
凶
艇

，、
五

ArL 6.. Convention entre Je Pr白 identdu CO[Jseil， Minis!問 desFinan~ 
ces et le GOiJVerneur de la Banque de Fnmce 
Art. B.. op. cit. 
Art. 7.， op. cit. 
Art. 6.， op. cit 

19) 

20) 
21) 
雪空}



詑

フ
一
フ
ン
ス
の
新
貨
幣
制
度
に
就
い
て

第
二
十
八
佳

;:" 
"-ノ、

五
六
六

苑

第
四
続

規
定
は
Y

一プ
V
V
λ

銀
行
が
外
国
怨
替
手
形
川
取
引
か
ら
獲
得
官
る
こ
ぜ
が
で
き
る
ご
考
へ

τゐ
る
新
利
径
を
目
的

ご
し
て
ゐ
る
ゃ
う
で
ぬ
る
。
従
来
プ
ラ
Y

1

銀'行

ω外
岡
に
於
る
利
被
は
闘
庫
に
繰
入
れ
ら
れ
て
ゐ
た

ωで
あ
る

が
、
本
来
局
替
取
引
就
中
賀
入

ω危
険
を
引
受
る
ア
ヲ
ン
ス
銀
行
が
北
一
利
盆
に
拠
る
出
世
利
ぬ
る
守
』
ご
は
常
然
で
ゐ

る
。
郎
も
政
府
ご

ω上
越
川
一
規
定
は
明
に
司
』

ω利
盆
を
一
先
ほ
銀
行

ωも
の

Z
L、
一
見
に
特
定
内
場
合
政
府
へ
の

分
配
hr
認
め
た
の
で
あ
っ
て
豆
賞
で
あ
る
ご
一
去
は
れ
て
ゐ
る
。

ア
ラ
Y

1

銀
行
貸
借
掛
照
表
に
担
れ
ゐ
ア
ヲ
y
λ

銀
行
政
府

次
に
貨
幣
山
車
位
ご
し
E
新
ア
ラ
y
採
用
巾
絹
川
市
、

山

ω闘
係
を
一
瞥
L
ゃ
う
。

先
づ
貸
借
掛
照
表
中
一
政
評
倒
的
池
用
を
受
け
る
剥
目
は
第
て
『
在
内
五
貨
」
、
第
二
、
「
蕗
分
L
得
る
在
外
正

貨
及
預
金
」
.
第
三
、
「
陛
分
し
得
ru
る
在
外
正
貨
」
、
第
四
、
「
銀
」
第
五
.
「
外
闘
川
崎
替
手
形
」
り
五
で
あ
る
。

此
内
「
在
内
正
貨
」
は
別
さ
し
て
、
づ
脳
分
!
得
る
在
外
正
貨
」
は
フ
ラ
Y

1

銀
行
が
戦
守
中
英
蘭
銀
行
山
貸
付
を
受

け
る
品
品
川
円
捻
保
た

h
l
も
り
で
ゐ
る
o

此
の
英
蘭
銀
行
吋
貸
付
に
謝

L
て
は
腕
に
一
九
二
七
年
償
法
令
終
っ
た
。

従
っ
て
こ
れ
は
プ
ラ
ン
ス
銀
行

ω白
山
に
蕗
分
1
得
る
も

ω
で
あ
る
。
第
三
凶
『
自
由
に
蕗
分
し
仰

5
る
在
外
正

貨
及
預
金
」
は
阪
に
者
干
鯛
れ
た
Z
こ
ろ
で
あ
る
が
、
戦
国
ず
中
ア
ラ
ン
ス
政
府
名
義
に
よ
る
借
入
に
謝
す
る
俗
保

ご
し

τ、
政
府
が
プ
一
フ
シ
ス
銀
行
に
提
供
ぜ
る
も
り
で
ゐ
る
か
ら
、
其
は
フ
ラ
ン
λ

銀
行

ω
謝
政
府
側
様
で
あ

る
Q

「
鍬
」
に
つ
い
u

て
は
巳
に
説
明
し
た
。
第
五
の
フ
一
フ
Y

1

銀
行
川
所
有
「
外
凶
鋳
替
手
形
」
に
は
二
柿
ゐ
品
。
第

一
の
も

ωは
、
一
九
一
一
六
年
七
月
後
フ
ラ

y
z
銀
行
が
政
府
よ
h
譲
受
付
叉
は
市
場
に
於

τ買
入
れ
た
外
関
鎗
替

手
形
、
及
一
九
二
六
年
七
月
政
府
よ
り
プ
ラ
ン
旦
銀
行
仁
譲
渡
せ
る
所
謂
毛
ペ
カ
Y
H
公
債
の
残
額
よ
り
成
っ
て
ゐ

La reforme mon己tairefran卯 isc.(Revue d'economie politique. Sep.-Oct 
1928. t. 1233.) 
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一
九
二
六
年
八
月
七
日
の
法
律
に
よ
り
7

ラ
Y

A
銀
行
の
買
入
れ
た
金
賞
、
金
地
金
及
金

銭
替
手
形
に
し

τ
一
九
二
六
年
九
月
十
六
日
の
規
定
に
よ
っ
て
底
分
苫
れ
る
こ
ど
仁
な
っ
た
も
的
で
め
る
じ

(
J

の
中
に
は
外
国
潟
替
手
形
中
所
商
「
ペ
ホ

1
w
L
Z
し
て
投
資
さ
れ
た
も
の
は
合
ま
れ
て
ぬ
な
r

)

0

こ
の
外
園
潟

替
手
形
の
新
許
街
に
よ
る
結
山
本
は
必
千

L
も
増
額
を
一
不
す
も
の
で
は
な
い
。

結
局
.
プ
ク
ン
旦
一
銀
訂
準
備
凶
日
新
訴
般
に
よ
る
利
益
は
，
約
二
ハ
、
七
一

0
・百前向
7
3
y
で
あ
る
c

此
利
盆
が

政
府

ω所
有
に
卸
す
べ
き
や
綿
花
ま
た

y
-
フ
ン
ス
銀
行
的
所
布
に
師
す
べ
き
や
は
純
身
議
論
の
岐
れ
る
ご
こ
ろ
で

あ
る
が
、
幽
旧
民
品
一
健
り
関
係
じ
於
1
認
め
穴
新
制
肢
の
結
川
市
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
慨
政
府
ゆ
も
り
旬
、
」
な

る
』
ど
は
皆
然
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
o

此
的
意
味
か

ιLτ
、
此
利
盆
を
政
府
の
も
の
ご
し
、
更
に
政
府
は

之
を
以
て
戦
時
中
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
謝
政
府
貸
付
金
的
償
溢
、
及
外
国
活
替
手
形
買
入
閥
係
よ
ム
リ
生
静
る
政
府
債

務
的
償
泌
に
用
ひ
る
ぺ

E
で
め
る
。
今
そ
の
榔
算
表
を
フ
-
7
V
R
貨
幣
制
度
改
正
に
闘
す

E
法
律
家
理
由
書
に
よ

っ
て
一
市
す
ピ
左
の
如
〈
で
あ
る
o

る
。
第
二
の
も
の
は
、

封，

表

新
詳
倒
に
上
る
剰
ハ
抽
(
刷
位
百
両
フ
ラ
シ
)

償
泣
偏
務
(
単
位
百
高
フ
ラ
シ
)

二 J・ロイ、、、

lA ;n金畠1 ~主 tト
ヲl 鋲分内

2えし .iE.
fh 号 j'1
持る
手花
m &ト
- il 七一厄
日ゴ~

訟ニ m 
fI<六!と
に年 』

工i¥
る月
¥J  

f
、一手
E
T
'
f
『
五
分
利
公
債
授
行
壮
入
J

d

千
副
主
千
戸
に
よ
る
償
還
wu
施
徳
内
』

ロ
、
自
由
に
島
A
M
L
符
古
る
花
外
正
貨

て
M

内
閣
鈎
梓
手
略
似
制
定

=
、
毛
ル
ガ

y
公
債
及
政
府
描
泣
公
的
に
剛

一
一
す
る
未
拙
拘
釦
白
新
評
倒
に
よ
る
昧
儲

計

-
凹
、
つ
0
0

一、一一一一五
O

=一
O

一五の

一五、
t
一つ

一、
O

コ「

一四、四

m
o

一
、
八
一
五

三
九
五

一円。

プ式、七一
C

a 
~Jj 

，、
t 

芳一フ
Y

ス
白
紙
貸
付
柑
制
度
に
就
い
で

第
ニ
十
A
容

E
六
ヒ

俸
制
蛾

Ex:pose des motifs du pojet de loi mon己taire.(op. cit・p，146，) ~-l ) 



説

現匝

ア
フ
ン
ス
由
新
貨
蜘
市
制
皮
に
就
い
て

第
二
十
λ
容

大
J、

五
六
八

第
四
協

比
の
表
に
よ
っ
て
明
な
る
如
〈
新
詳
倒
り
幼
に
浮
ぷ
利
鐙
は
約
一
、

0
0
0・
百
高
フ
ラ
ン
で
あ
る
o

比
の
結
果

が
政
府
の
所
有
に
残
る
べ
き
も

ωで
あ
る
こ
己
は
勿
論
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
仁
、
政
府
ご
プ
ラ
ン
λ

銀
行
正
の
間

ω
関
係
に
於
て
は
、
新
フ
ラ

Vω
決
定
に
」
る
7
-
フ
V
見
銀

行
貸
借
掛
照
表
。
r中
心
ご

L
て
、
凶
債
償
池
内
総
川
市
、
ア
ラ
Y

A

銀
行

ω資
本
市
場
統
制
的
手
段
が
問
題
己
な
る

ご
共
に
、
業
所
有
す
る
資
産
め
新
二
静
岡
倒
に
よ
る
利
盆
山
蕗
凡
げ
を
如
何
に
す
べ
き
か
が
重
要
ご
な
っ

t
ゐ
る
の
で
あ

む

4
Q
《

五

外
国
矯
替
手
形

就
に
逃
ぺ
た
や
う
に
、
若
し
新
貸
借
法
の
規
定
仁
山
り
み
注
意
す
る
時
に
於
て
は
、
フ
ラ
Y

1

は
完
全
に
金
単
本

位
制
皮
を
採
用
し
た
正
い
ふ
こ
己
が
で
き
品
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
こ
苫
は
バ
リ
金
融
市
場
を
し
て
複
本
位
制
度

時
代
古
巣
っ
た
現
象
や
生
唾
し
め
る
o
葦

L
復
本
位
制
度
時
代
に
於
て
、
フ
ラ

y
z
銀
行
が
姶
換
請
求
を
苫
れ
た

際
若
し
金
を
以
て
免
換
す
る
こ
ご
が
不
利
で
あ
る
正
判
断
さ
れ
る
附
は
、
選
揖
的
に
銀
を
典
へ
る
自
由
を
有
し
て

む
た
が
、
今
日
に
於
て
は
銀
は
会
く
拾

τら
れ

τし
ま
っ
て
品
川
換
は
金
の
み
を
以
工
ず
る
ニ
言
に
な
っ
て
ゐ
る
か

ら
で
ゐ
る
。
然
し
真
に
今
日
フ
ラ
ン
ス

ω貨
僻
制
度
を
研
究
す
る
時
は
フ
ラ
ン
且
銀
行
が
其
貸
借
刑
判
照
表
に
於
て

有
す
る
多
額
の
錦
替
手
形
勘
定
は
極
め
て
‘
特
色
あ
る
存
在
で
あ
る
。
就
中
所
謂
『
戸
ポ
ー
ル
」
に
H
6
b
外
凶
刷
局
替
手

山

形
は
次
の
如
、
吉
事
怖
を
悲
き
起
す
可
能
性
が
あ
る
ご
い
ム
'
』
芭
を
記
憶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
は
若
し
此

ω「
戸
ポ

1
y」
に
よ
る
金
掛
川
替
手
形
を
金
準
備
に
加
へ
る
時
に
於
て
は
、
其
品
ル
換
準
備
は
一
屠

op. Clt・pp.'53-'54・
La reforme mon白airefrancaise (Revue d'economie politique，日ep..Oct.
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強
固
ご
な
b
.
共
最
高
品
川
換
要
求
額
仁
謝
す
る
準
備
の
質
際
割
合
は
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
六
三
・
八
O
E
ρ
1
セ

ン
ト
に
遣
す
る
で
ゐ
ら
う
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。

第
二
仁
こ
の
金
潟
替
手
形
は
、
フ
-
フ
y
z
銀
行
の
有
す
る
金
の
流
出
に
際
し
て
金

ω代
用
金
な
す
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
こ
的
関
係
を
刺
周
せ
る
フ
ラ
V

Z

銀
行
の
金
活
替
買
入
は
、
外
回
開
銀
行
の
A
M
換
準
備
に
影
響
守
山
崎
へ

る
も
の
で
あ
っ
て
.
此
閥
的
消
息
は
第
三
表
を
一
覧
す
る
こ
ご
に
よ
っ
て
容
易
に
窺
ム
こ
ご
が
で
き
る
。

か
〈
の
如
、
苫
こ
己
は
7
-
y
y
z
銀
行
が
悲
し
事
怖
が
必
要
吉
す
る
悶
に
於
て
は
、
直
に
所
前
金
本
位
を
拾
て
、

金
銭
替
本
位

ω
採
用
を
可
能
な
ら
し
め
る
事
情
に
あ
る
も
の
で
ゐ
h
、
換
言
す
れ
ば
フ
ラ
y
z
銀
行
p
f
[
て
金
そ

の
も
の
よ
hJ
も
事
ろ
、
金
縛
替
手
形
を
出
入
す
る
に
至
ら
し
め
る
酬
事
情
を
涼
想
す
る
こ
正
が
で
き
る
も
り
で
あ

る
。
し
か
も
亦
質
質
上
、
ァ
ラ
y

z
銀
行
が
完
全
な
金
本
位
に
即
時
復
節
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
に
は
、
三
仰
の
障
碍

が
ゐ
る
や
う
に
忠
は
れ
る
。

第
一
の
障
碍
は
7
9
y
λ

銀
行
の
貸
借
封
照
表
に
於
る
前
記
多
額
の
外
岡
匁
替
手
形
勘
定
で
あ
る
。
フ
ラ
y
ヌ

銀
行
は
7

ラ
Y

の
償
伯
引
上
に
際
し
て
共
資
金
の
海
外
短
期
投
資
を
企
て
た
銀
行
及
例
人
に
保
詮
を
典
へ
た
。
即

ち
こ
心
勘
定
は
、
ァ
一
プ
y
λ

銀
行
が
7
-
7
V
に
針

L
て
外
闘
銭
替
を
寅
る
正
共
に
自
ら
多
少
の
損
害
を
負
携
し
、

期
限
に
於
て
之
を
買
戻
す
作
用
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
貨
幣
償
備
の
安
定
せ
る
一
九
二
入
年
六
月
二
十
五

日
の
貸
借
掛
照
表
に
於
て
‘
か
、
る
勘
定
の
総
額
は
九
、
七
七
七
・
百
高
ア
-
フ
ン
仁
詩
し
た
。
一
度
び
プ
ラ
Y

貨
幣

の
債
値
が
安
定
し
た
以
上
‘
フ
ラ
V

A

銀
行
は
最
早
こ
の
作
用
を
梢
行
す
る
の
理
由
を
見
出

L
得
な
い
。
海
外
取

引
を
な
苫
ん
ど
す
る
も
の
は
、
戦
前
の
如
(
其
袋
動
的
限
界
が
卒
腐
を
中
心
ご
し
正
貨
輪
出
勲
三
止
貨
総
入
貼
芭

蹴

苑

ア
ラ
シ
ス
白
新
貨
幣
制
度
に
就
い
て

第
二
十
λ
悠

E 
Yミ
ゴL

第
四
銑

，ミ
丸



臨i

ヨ首i

フ
ラ
ン
丸
山
新
貨
帯
制
度
に
就
い
?

品
ニ
寸
A
革

E
t
c
 

第
凶
蹴

-{， 
() 

の
間

ω遜
動
か
ら
生
Jvao
極
め
て
純
度

ω危
険
を
負
抽
出
す
れ
ば
足
り
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
[
此
の
期

間
に
於
て
生
じ
た
比
械
の
作
用
の
結
巣
は
、
自
然
に
フ
ラ
ン
Z

銀
行
を
し
て
そ
の
外
岡
崎
劫
替
手
形
の
閥
係
か
ら

L

f
金
を
流
出
せ
し
め
る
に
至
る
。

Y

一フン
λ

銀
行
は
か
、
る
場
合
、
金
を
流
出
ゼ

l
め
る
代
む
に
外
国
潟
替
手
形
を
以
て
同
一
の
結
果
を
求
h
u
る

こ
ど
、
ま
た
外
国
活
替
手
形
勘
定
な
る
科
目
が
な
〈
な
ら
な
い
限
・
9

フ
ラ
ン
式
市
銀
行
は
金
を
流
出
せ
し
め
守
し
て

外
国
錦
替
手
形
を
以
て
之
に
代
へ
る
ご
い
ふ
こ
己
は
掛
同
然
で
あ
っ
て
、
是
れ
却
も
第
一
の
障
碍
で
あ
る
。

金
本
位
制
度
に
於
る
第
二
の
障
碍
は
、

y
-
フ
ン
ス
銀
行
に
於
る
現
在
の
金
準
備
が
そ
の
表
面
上
己
旧
民
っ
て
割
合

に
薄
弱
で
あ
る
正
い
ふ
こ
ご
こ
れ
で
あ
る
o
今
日
最
高
位
換
要
求
額
ど
金
準
備
ご
の
聞
に
存
す
る
卒
は
法
定
率
に

近
い
-
』
ピ
は
阪
に
の
べ
た
通
h
で
ゐ
る
。
然
し
其
質
際
上
の
率
は
其
法
定
率
よ
h
b
少
(
ご
も
五
又
は
六
ポ
イ
y

ト
優
位
に
在
る
の
が
些
土
し
い
ご
さ
れ
、
事
実
土
た
、
各
国

ω例
は
三
十
五
園
川

1
セ
ン
ト
な
る
法
定
率
に
判
L
て

は
、
四
十
か
ら
四
卜
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
市
中
が
維
持
品
れ
て
居
る
。
そ
し

τ炉
〈
の
如
き
率
が
維
持
さ
れ
て
ゐ
る
時

に
於
C
こ
毛
フ
ラ
y
λ

銀
行
は
始
め

τ何
等
山
崎
踏
な
〈
金
を
総
出
せ

L
め
る
も
の
で
あ
る
ご
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら

で
ゐ
る

Q

ご
フ
y
λ

銀
行
は
共
金
準
備
増
加

ω匁
に
は
ニ
つ
の
手
段
を
採
用
す
る
ヨ
」
ぜ
が
で
き
る
。
第
一
の
方
法
は
同
銀

行
が
其
錦
替
手
形
ゆ
一
部
品
ぜ
潟
替
相
場
に
聞
係
な
く
金
に
設
へ
る
正
い
ふ
こ
正
で
あ
る
。
か
〈
の
如
き
方
法
は
流

通
上
に
も
蛍
越
勘
定
の
上
に
も
何
等
の
影
響
を
及
ぼ
百
な
い
。
蓋

L
単
に
A
A
替
プ
ラ
ン
を
ば
金
フ
ラ
y
に
議
ヘ
プ

ラ
ン
旦
銀
行
の
錦
替
手
形
を
減
少
せ
し
め
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
ゐ
る
(
ニ
の
金
ァ
ラ

y
は
フ
ラ
ン
ー
に
総
入
事



れ
な
い
千
外
国
銀
行
仁
於
℃
イ

1
ヤ
マ

1
ク
古
れ
る
こ
E
は
常
然
で
あ
る
、
)
。
此

ω結
果
は
一
中
4
フ
ラ
ン
旦
銀
行

の
利
盆
を
減
せ
し
め
る
が
、
ま
た
他
方
に
於
て
金
本
位
維
持
凶
箱
に
充
用

L
得
る
金
的
量
を
増
加
せ
し
め
る
も
の

で
め
る
ο

第
二
ゆ
方
法
以
7
-
7
V

』
銀
行
が
潟
替
的
有
利
ピ
な
h
正
質
的
側
入
鮎
に
透
[
h
H
附
に
於
工
金
配
総
入
す

る
こ

z
rゐ
品
。
こ

ω場
合
に
於
て
7
-
7
y
ス
銀
一
仰
は
其
外
岡
潟
替
手
形
全
滅
中
る
」
ご
な
〈
し
て
北
(
金
準
備

を
増
加
す
る
も
の
で
わ
る
。
兎
に
角
こ
の
お
際
準
備
ト
準
的
低
い
こ
ご
は
金
本
位
賞
施

ω
第
二
内
降
碍
で
め
る
。

最
後
に
第
三
出
陣
硝
を
述
べ
る
。
金
本
位
政
策
的
必
然
的
蹄
結
は
制
引
率
の
作
用
に
闘
す
る
政
策
で
の
る
が
・

フ
ラ
Y

A

銀
行

ω
貸
儲
掛
照
表
中
此
的
和
的
外
岡
崎
川
替
勘
定
が
存
す
る
ピ
い
ふ
ニ
ピ
は
、
割
引
率
的
引
上

ω上
に

も
金
的
統
出

ω上
仁
も
防
総
を
な
す
己
レ
ム
ニ
ピ
口
先
で
め
る
o

倒
引
率
的
引
上
が
荷
数
に
行
は
れ
得
る
に
は
、
外

国
潟
替
手
形
勘
定
が
な
(
な
ら
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
箱
替
の
蕗
分
仁
よ
っ
て
共
必
要

t
す
る
金
を
獲
得
I
得
る

が
如
き
事
情
に
於

τは
制
引
政
策
は
共
効
を
蹄
し
得
な
い
か
ら
で
ゐ
る
。

か
〈
金
融
市
場
の
賞
際
は
、
最
近
二
年
の
事
怖
が
示
し
た
や
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
が
極
め
て
簡
単
に
完
全
な

る
金
本
位
政
策
に
復
節
す
る

t
い
ふ
こ
と
を
許
さ
な
い
。
尤
も
外
岡
柏
崎
替
手
形
勘
定
の
繍
は
比
一
貨
鮮
側
値
安
定
以

来
究
明
隔
に
減
少
し
て
は
ゐ
る
が
。

金
本
位

ω賞
質
的
貿
現

ω困
維
な
事
情
は
右
の
如
く
で
ゐ
る
が
、
も
し
こ
の
障
碍
が
な
〈
な
る
時
は
、
後
に
は

「
U
F

ポ

1
y
」
以
外
の
普
通

ω外
因
錦
替
手
形
勘
定
が
残
る
o

此
の
純
の
骨
岬
替
手
形
の
運
命
も
亦
注
目
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
蓋
し
こ
の
穂
の
手
形
は
7
9
y
z
銀
行
に

Z
つ

τ左
の
利
盆
が
あ
る
hr
ら
で
ゐ
る
o

第
一
に
現
在
フ
ラ
ン
Z

銀
行
が
比
外
岡
熔
替
手
形
か
ら
求
め
得
る
ご
-

M

み
の
利
盆
は
、

ス
の
貸
方
勘
定
の
枚
盆
を
増
加
ぜ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。

紘

苑

フ
ラ
ン
ス
曲
新
貨
幣
制
庇
に
就
い
て

五
七

第
二
十
λ
巻

外
闘
に
卦
す
る
フ
ラ
y

第
四
碑

七



詑

宛

ア
ラ
シ
九
回
新
貨
僻
制
度
に
就
い
て

第
二
十
八
巻

五
七

第
四
掛

七

第
二
に

y
-
一フ
y
z
銀
行
の
銀
行
努
袋
行
に
闘
す
る
現
在
め
依
カ
は
一

O
、
G
O
O
-百
高
プ

-
y
y
を
越
え
な
い
。

し
か
も
此
の
依
カ
は
園
内
に
於
け
る
再
割
引

ω需
要
に
漸
〈
臨
十
る
も
の
で
ゐ
る
。
従
っ
て
此
の
除
力
内
情
加

は
・
こ
の
外
倒
錯
替
手
形
を
金
ご
交
換
す
る
、
郎
ら
市
場
に
於
て
外
岡
焼
却
甘
手
形
を
責
る
己
い
ふ
こ
と
に
よ
る
の

外
行
は
れ
な
い
Z
い
ふ
閥
係
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

飴

日

新
貨
枇
刑
法
は
共
内
改
正
辺
白
書
に
も
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
通
h
「
要
す
る
に
-

プ
ラ
ン
旦
の
貨
幣
車
位
を
金

の
基
礎
の
上
に
確
立
し
、
銀
行
券

ω強
制
通
用
を
鹿
北
九
、
真
に
銀
行
券
の
金
品
川
換
を
認
め
る
ご
共
に
、
そ

ω品川

換
を
安
全
に
保
出
叫
す
る
こ
ピ
を
以

τ根
本
目
的
ご
す
る
」
も

ω
で
ゐ
る
。

か
〈

τ黄
金

uy-フ
Y

A
銀
行
山
金
単
本
位
採
用
を
最
後
ご
し

τ、
白
哲
人
同
刊
の
本
位
制
度
芭
な
っ
た
。
惟
ム

に
政
行
本
位
は
そ
れ
自
身
一
の
理
論
上
の
存
在
で
は
な
〈
て
、
田
平
に
複
本
位
制
度

ω間
半
本
位
制
度
へ
の
降
伏
に
嘗

h
低
落
せ
る
一
本
位
金
胤
の
郡
山
ら
す
損
失
を
防
が
ん
が
震
に
生
守
る
一
の
便
宜
上
の
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
此
的

見
方
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ

p
z
が
一
入
一
六
年
以
来
山
金
単
本
位
制
度
の
仰
統
を
維
持
せ
る
に
制
到
し
、
プ
ラ
ン
旦

が
一
入

O
三
年
来
の
複
本
位
制
度
を
一
度
一
入
七
六
年
に
跳
行
本
位
に
移
し
た
以
上
、
一
九
二
人
年
を
以
一
一
遂
に

名
質
共
に
来
て
、
し
ま
っ
た
こ
ご
は
常
然
で
ゐ
る
o

然
ら
ば
こ
的
金
田
串
本
位
制
度
の
存
在
己
意
義
正
は
、
従
来
的
意
味
に
於
て
純
粋
に
存
続
さ
れ
て
ゐ
る
的
で
め
ら

う
か
。
な
る
ほ
ど
事
賞
に
於
1
ケ
イ
ン
ズ
が
以
て
「
野
鐙
時
代
の
遺
物
」
正
せ
る
金
本
位
制
度
は
、
欧
洲
の
本
位
制

ExpO$e de:i motifs dn proje[ de loi mon白aire.(op. cit目 p.142.) 27) 



度
を
席
捲

L
τ
ゐ
る
。
然

L
共
の
賓
際
を
見
る
己
従
来
の
金
本
位
制
度
卸
金
貸
本
位
制
度

ω色
彩
は
多
分
に
務
め

ら
れ

τ、
か
り
9
カ
ア
ド
が
主
張

L
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
領
後
数
年
間
英
闘
に
採
用
さ
れ
わ
九
「
金
地
金
本
位
制
度
」
又

は
従
戒
は
主
正

L
て
銀
貨
同
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
闘
係
上
抜
本
位
制
度
凶
一
援
態
た
る
か
の
如
〈
考
へ
ら
れ
て
ゐ

た
「
金
翁
替
本
位
制
度
』
が
周
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
ど
は
、
更
に
吾
々
の
考
察
を
一
歩
深

U
ぺ
き
を
凪
は
し
め
る
も
の

で
ゐ
る
。

之
を
フ
ラ
ン
A

の
質
際
に
つ
い
て
見

τも
・
明
文
上
は
硲
に
金
車
本
位
制
度
を
採
用

L
て
ゐ
る
が
純
粋
の
意
味

に
於

τ金
田
単
本
位
岡
ピ
い
ふ
-
』
ご
は
出
来
な
い
。

議
し
純
梓
な
る
金
本
位
制
度
維
持
的
潟
に
は
中
央
鋭
行
仁
於
り
る
紙
融
制
山
金
貨
品
川
換
と
金
の
白
山
鯨
詑
ピ
仁
つ

い

τの
保
件
が
必
要
で
ゐ
る
の
に
、
フ
ラ

y
z
に
於

τは
巳
に
地
べ
た
や
う
に
紙
幣
の
完
投
は
七
ご
ひ
フ
ラ
ン
ス

銀
行
本
市
伯
に
於
て
金
食
文
は
金
地
金
一
じ
よ
っ
て
選
弾
的
に
行
は
れ
其
最
低
額
も
二
十
一
高
五
千
フ
ラ
ン
ピ
規
定

さ
れ

τゐ
て
一
廓
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
ご
考
へ
る
こ

Z
は
で
き
る
正
し

τも
、
金
的
自
由
鋳
諮
仁
王
つ
て
は
遂
に
認

め
ら
れ
す
し
て
一
定
り
制
限
の
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